
ビジネスプラザ静岡 

規   約 

 

主 旨  本会は会員各自の仕事を通じて、経営に携わる者同士が、大切な取引先、 

  友人、知人を紹介しあうとともに、会員相互の情報を積極的に発信、提供 

  することに専念し、お互いの人脈地図の拡大を計ることを目的とする。 

 

 “ひろがる人脈 つながるビジネス” 

 

役員の選出及び任期 

  会員の中より自薦、他薦により決定するものとし、事務局も役員の中より 

  選出する。 

  役員任期は 1年とし、再任は妨げないものとする。 

 

事 務 局 役員会にて役員の中より選出する。 

  事務局任期は 1年とし、再任は妨げないものとする。 

 

役員改正 任期末の 3月に自薦、他薦により役員会で改正をする。 

  任期中の変更、追加も役員会で決定することが出来るものとする。 

 

開  設 2006年 4月 1日開設とする。 

 

入会資格 主旨に賛同し、企業の経営者 及び それに順ずる者。 

 

期  間 4月から 3月を 1期間とする。 

 

会  費 入会金無料。年会費 12,000円／年。継続を希望する会員は 3月末日までに 

  入金すること。（退会時 年会費は返金はしない。） 

＊ 途中入会の会員は残月数に応じ 1,000円／月として換算し年会費とする。 

会費の管理は、総務で行う。監査は、役員会で行う。 

振込先 静岡銀行 瀬名支店 

普通 0553671 ビジネスプラザ静岡 代表 望月敏明 

 

総  会 毎年 4月 

 

役 員 会 原則、毎月 1回の開催とする。 

 

例  会 原則、毎月 1回の開催とする。 


